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監 査 ガ イ ド ラ イ ン

Ⅳ.実地監査マニュアル
（協会員に対する実地監査の手引書）

Ａ．事 業 概 要

Ｂ．検 証 基 準

Ｃ．評 価 調 書

別冊チェックリスト（主な着眼点）

基準日：令和７年９月 1 日

監  査  部
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【 実地監査マニュアル 改訂履歴 】

年 月 版 主な改訂内容

平成２７年１２月 初 版

平成２８年６月 第２版 ○「Ｂ．検証基準」の仕様を全面的に変更

○「Ｃ．評価調書」に「総括表」を新設

平成２８年１１月 第３版 ○犯罪収益移転防止法の改正（平成 28 年 10 月 1日）を踏まえた改訂

平成２９年６月 第４版 以下を踏まえた改訂

○障害者差別解消法の施行を受けた金融庁｢貸金業者向けの総合的な監督指針｣の改正

（平成 28 年 9 月 9日）

○個人情報保護法の改正（平成 29 年 5 月 30 日）

平成３０年７月 第５版 ○金融庁｢マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン｣(平成30年

2月）の制定を踏まえた改訂

○金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」や本協会「社内規則策定ガイドライン」の

構成を踏まえ、「取引時確認・疑わしい取引の届出」を独立の節（第６節）とするとと

もに、一部項目の配列を変更

令和元年９月 第６版 ○犯罪収益移転防止法施行規則の改正（平成 30 年 11 月 30 日）を踏まえた改訂

令和２年８月 第７版 以下を踏まえた改訂

〇犯罪収益移転防止法施行規則の改正（令和 2 年 4 月 1 日）

〇民法の改正（令和 2 年 4 月 1日）及びそれに伴う社内規則策定ガイドラインの改正

令和３年８月 第８版 以下を踏まえた改訂

〇犯罪収益移転防止法施行規則の改正（令和 2 年 12 月 28 日）

〇貸金業法施行規則及び貸金業者向けの監督指針一部改正（令和 2 年 12 月 23 日）、及び

それに伴う社内規則策定ガイドラインの改正

令和４年９月 第９版 以下を踏まえた改訂

〇個人情報保護法（関連法令含む）の改正（令和 4 年 4 月 1日）

〇犯罪収益移転防止法（関連法令含む）の改正（令和 3 年 7 月 19 日他）

〇貸金業法施行規則（令和 3 年 11 月 1 日、令和 4 年 4 月 1 日）の改正

〇成年年齢引下げ（令和 4 年 4 月 1 日の民法改正）

〇貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、業務の適正な運営に関する社内規則策

定にあたっての細則の改正（令和 4 年 2 月 28 日）

令和５年８月 第 10版 以下を踏まえた改訂

〇貸金業法の改正（令和 4 年 11 月 1 日）

〇個人情報保護法（関連法令含む）の改正（令和 5 年 4 月 1日）

〇犯罪収益移転防止法施行令の改正（令和 5 年 6 月 1 日）及び同法施行規則の改正（令

和 5 年 2 月 1 日他）

〇社内規則策定ガイドラインの改正（令和 5 年 2月、4月、7月）

令和６年８月 第 11版 〇貸金業法（関連法令含む）の改正（令和 6 年 2 月 1 日、4 月 1 日）を踏まえ、

・「Ｂ．検証基準」２、７、12、14、16

・「別冊チェックリスト（主な着眼点）」16を改訂

〇個人情報保護法（関連法令含む）の改正（令和 6 年 4 月 1日）を踏まえ、

・「Ｂ．検証基準」４、５

・「Ｂ．検証基準《別表》」【別表１】を改訂

〇犯罪収益移転防止法（関連法令含む）の改正（令和 6 年 4 月 1 日、7 月 1 日）を踏ま

え、

・「Ｂ．検証基準」６を改訂
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〇貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の改正及び貸金業者の広告に関する細則

の新設（令和 5 年 10 月 31 日）を踏まえ、

・「Ｂ．検証基準」12、13、15

・「別冊チェックリスト（主な着眼点）」13を改訂

・条ずれの修正（全体）

〇協会定款の施行に関する規則の改正（令和 5 年 11 月 1 日）を踏まえ、

・「Ｂ．検証基準」２を改訂

〇社内規則策定ガイドラインの改正（令和 5 年 10 月、令和 6 年 2 月、7 月）を踏まえ、

・「別冊チェックリスト（主な着眼点）」２を改訂

令和７年９月 第 12版 〇貸金業法（関連法令含む）の改正（令和 7 年 6 月 1 日）を踏まえた改訂

-「Ｂ．検証基準」２

〇犯罪収益移転防止法（関連法令、「犯罪収益移転防止法の概要」の更新内容を含む）の

改正（令和 6 年 12 月 2 日､令和 7 年 3 月 24 日､令和 7 年 6 月 24 日）を踏まえた改訂

・「Ｂ．検証基準」６

（令和 7 年 8 月 1 日付で協会から通知した「「マネロン等対策の有効性検証に関する事

例集」等に基づく自己検証リストの掲載について」を特記事項として掲載）

・「確認記録の参考様式（別表８）」の更新

・「Ｂ．検証基準《別表》」【別表２、３】を改訂

・「別冊チェックリスト（主な着眼点）」６

〇出資法の改正（令和 7 年 6 月 1 日）を踏まえた改訂

・「Ｂ．検証基準」１０

〇独立行政法人住宅金融支援機構法の改正（令和 6 年 9 月 1日）を踏まえた改訂

・「Ｂ．検証基準」１７

〇貸金業者向けの監督指針の改正（令和 6 年 10 月 4 日、令和 6 年 11 月 1 日、令和 6 年

12 月 2 日、令和 7 年 4 月 1 日）を踏まえた改訂

・「Ｂ．検証基準」７、９、２０

（令和 6 年 10 月 4 日に新設された「金融分野におけるサイバーセキュリティに関す

るガイドライン」について特記事項として掲載）

・「別冊チェックリスト（主な着眼点）」９、２０

〇貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の改正（令和 7 年 3 月 10 日）を踏まえた

改訂

・「Ｂ．検証基準」９

〇社内規則策定ガイドラインの改正（令和 6 年 9 月、12 月、令和 7 年 3 月、4 月）を踏

まえた改訂

・「別冊チェックリスト（主な着眼点）」２
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「実地監査マニュアル」について Ⅳ-6

１ 位置付け

２ 構 成

３ 監査手続との関係

４ 留意事項

【凡 例】

Ａ．事 業 概 要 Ⅳ-8

１ 沿革等

２ 貸金業務

Ｂ．検 証 基 準 Ⅳ-13

一覧表 金融庁「監督指針」及び本協会「社内規則策定ガイドライン」との対照表

１ 経営管理等

２ 法令等遵守態勢 （監督行政庁・貸金業協会への届出等を含む）

【2－1】 法令等遵守態勢  【2－2】 監督行政庁・貸金業協会への届出等

３ 反社会的勢力による被害の防止

４ 顧客等に関する情報管理態勢

５ 外部委託

６ 取引時確認、疑わしい取引の届出

≪確認記録の参考様式≫

※出典：警察庁(JAFIC)ウェブサイト

  ｢犯罪収益移転防止法の概要｣(令和 7 年 6 月 24 日時点)

  （https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm）

７ 相談、苦情及び紛争等の対応態勢

８ 貸金業務取扱主任者

９ 禁止行為

10 利息・保証料等に係る制限等

11 契約に係る説明態勢

12 過剰貸付けの防止 （個人信用情報の提供等を含む）

【12－1】 過剰貸付けの防止  【12－2】 個人信用情報の提供等

13 広告に関する規制

14 書面の交付義務

15 取立行為規制

16 帳簿の備付け等 （証明書の携帯等を含む）

【16－1】 帳簿の備付け等  【16－2】 証明書の携帯等

17 債権譲渡等

18 営業店登録

19 過払金支払

20 システムリスク管理態勢

21 非営利特例対象法人
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Ｂ．検 証 基 準 《別表》 Ⅳ-178

別表１ 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（安全管理措置等関係）

別表２ 顧客等の本人特定事項の確認方法（通常の特定取引の場合）及び本人確認書類

別表３ 確認記録の記録事項（犯罪収益移転防止法施行規則第 20 条第 1 項）

別表４ 総量規制の除外貸付け、例外貸付けの契約類型及び保存を要する書面等

別表５ 貸付けに係る契約 事前交付書面・契約締結時交付書面 記載事項

別表６ 極度方式基本契約 事前交付書面・契約締結時交付書面 記載事項

別表７ 保証契約 事前交付書面（概要説明・詳細説明）・契約締結時交付書面 記載事項

別表８ マンスリーステートメント（貸金業法第 17 条第 6 項、第 18 条第 3 項） 記載事項

別表９ 取立て行為の規制（貸金業法第 21 条第 1 項）

別表 10 貸金業法第 19 条の帳簿 記載事項

Ｃ．評 価 調 書 Ⅳ-197

総 括 表 （監査結果一覧）

１ 経営管理等

２ 法令等遵守態勢 （監督行政庁・貸金業協会への届出等を含む）

３ 反社会的勢力による被害の防止

４ 顧客等に関する情報管理態勢

５ 外部委託

６ 取引時確認、疑わしい取引の届出

７ 相談、苦情及び紛争等の対応態勢

８ 貸金業務取扱主任者

９ 禁止行為

10 利息・保証料等に係る制限等

11 契約に係る説明態勢

12 過剰貸付けの防止 （個人信用情報の提供等を含む）

13 広告に関する規制

14 書面の交付義務

15 取立行為規制

16 帳簿の備付け等 （証明書の携帯等を含む）

17 債権譲渡等

18 営業店登録

19 過払金支払

20 システムリスク管理態勢

21 非営利特例対象法人
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別冊チェックリスト （主な着眼点） Ⅳ-220

１ 経営管理等

２ 法令等遵守態勢 （監督行政庁・貸金業協会への届出等を含む）

３ 反社会的勢力による被害の防止

４ 顧客等に関する情報管理態勢

５ 外部委託

６ 取引時確認、疑わしい取引の届出

７ 相談、苦情及び紛争等の対応態勢

８ 貸金業務取扱主任者

９ 禁止行為

10 利息・保証料等に係る制限等

11 契約に係る説明態勢

12 過剰貸付けの防止 （個人信用情報の提供等を含む）

13 広告に関する規制

14 書面の交付義務

15 取立行為規制

16 帳簿の備付け等 （証明書の携帯等を含む）

17 債権譲渡等

18 営業店登録

19 過払金支払

20 システムリスク管理態勢

21 非営利特例対象法人
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「実地監査マニュアル」について

１．位置付け

｢実地監査マニュアル」は、本協会の監査員が実地監査を行う際に用いる手引書である。

（監査ガイドラインの第Ⅳ部）

監査員は、本マニュアルに示した検証基準（貸金業関係法令等）に則して、協会員の法令等遵守状況及び内部管

理態勢の整備状況などを検証・評価する。

検証基準は、｢経営管理等」や｢法令等遵守態勢」などの監査項目別に、原則として本協会が定める「社内規則策

定ガイドライン」に沿って整理・配列している。

なお、協会員においては、本マニュアルのチェック項目を参考にして、自ら行う業務検証や内部監査の精度向上

を図ることが期待される。

２．構 成

本マニュアルは、下記のとおりＡ、Ｂ、Ｃ 及び 別冊チェックリストの４部構成である。

Ａ．事業概要
・監査対象協会員の沿革等や貸金業務の概要を記録す

る（主として予備調査で使用）

Ｂ．検証基準 ※別表あり
・貸金業関係法令等を監査項目別に整理し、配列したもの

・検証に際しての基準となるものであり、監査における指摘や改善

指導の根拠となる

Ａ．事業概要

Ｂ．検 証 基 準

別冊チェックリスト

（主な着眼点）

１ ２ ３ ４    ………    18  19  20  21 別 表

Ｃ．評 価 調 書

総括表 １ ２ ３ ４    ………    18  19  20  21

Ｃ．評価調書
・発見した不備等の具体的内容、検証した物件の明細及

びヒアリング結果等を記録する

別冊チェックリスト（主な着眼点）
・「Ｂ.検証基準」｣から主な着眼点を抽出し、設問化したもの

・各項目の検証結果を記号式（○△×―／）で記録する

３．監査手続との関係

本マニュアルの使用場面は下記のとおり。

監査手続 補 足 説 明
主に用いる

マニュアル

予備調査
・役職員へのヒアリングや資料の閲覧により、業務方法等を確認する

・本調査で点検すべき文書等やヒアリングの相手方を特定する
Ａ、Ｃ

本 調 査
・現物点検やヒアリングなどにより、法令等遵守状況を検証する

・実務運用に不備がある場合は、内部管理態勢を掘り下げて検証する

Ｂ、Ｃ

別冊チェックリスト

評  価
・別冊チェックリスト（主な着眼点）を用いて検証項目の評価を行う

・協会員との双方向の対話を通じ、問題点等の共有に努める

Ｂ、Ｃ

別冊チェックリスト

指摘・指導
・問題の発生原因を踏まえた的確な指摘・指導に努める

・指摘事項については｢確認書｣を作成し、事実関係の明確化を図る
Ｂ、Ｃ
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４．留意事項

・｢Ｂ.検証基準」では、法令等の規定に次のマークを付している。

■  法 令

●  自主規制規則（本協会の定款、自主規制基本規則、その他の規則）

□  貸金業者向けの総合的な監督指針（金融庁）、関連ガイドライン 等

・■ ● の規定については、現物点検等により、その遵守状況を検証する(訓示規定等を除く)。

※ 検証範囲については、協会員の規模や業務内容等を踏まえて定めることとする。

・□ の規定については、内部管理態勢を検証・評価する際に留意するものとする。

※ 監督指針の各着眼点は、協会員の規模や業務内容等を踏まえて適用することとし、機械的・画一的な運用に陥らないように

すること。

（参考）「貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ－２－１」

本監督指針の各着眼点に記述されている字義どおりの対応が貸金業者においてなされていない場合であっても、当該貸金業

者の規模や特性などからみて、資金需要者等の利益の保護の観点から、特段の問題がないと認められれば、不適切とするも

のではない。

・｢Ｂ.検証基準」は、貸金業に関係するすべての法令等を網羅的に掲載したものではない。

監査員は、必要に応じ、ここに掲載されていない貸金業法等の規定の遵守状況についても検証する。

・｢Ａ.事業概要」｢Ｃ.評価調書」｢別冊チェックリスト(主な着眼点)」は、監査調書として保存する。

【 凡 例 】

・貸金業法 ： 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）

・施行令 ： 貸金業法施行令（昭和５８年政令第１８１号）

・施行規則 ： 貸金業法施行規則（昭和５８年大蔵省令第４０号）

・個人情報保護法 （保護法） ： 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

・個人情報保護法施行令 ： 個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）

・個人情報保護法施行規則 ： 個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号）

・犯罪収益移転防止法 （犯収法） ： 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号）

・犯罪収益移転防止法施行令 ：  犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成２０年政令第２０号）

・犯罪収益移転防止法施行規則 ： 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

（平成２０年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第１号）

・利息制限法 （利限法） ： 利息制限法（昭和２９年法律第１００号）

・出資法 ： 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）

・民法 ： 民法（明治２９年法律第８９号）

・独立行政法人住宅金融支援機構法 ： 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１７年法律第８２号）

・自主規制（自主規制基本規則） ： 日本貸金業協会 「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」

・協会定款 ： 日本貸金業協会 「定款」

・協会定款施行規則 ： 日本貸金業協会「定款の施行に関する規則」

・監査に関する業務規則 ： 日本貸金業協会「監査に関する業務規則」

・社内規則策定細則 ： 日本貸金業協会「業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則」

・社内規則策定ガイドライン、個別ガイドライン ： 日本貸金業協会「社内規則策定ガイドライン」「個別ガイドライン」

・監督指針 ： 金融庁 「貸金業者向けの総合的な監督指針」

・通則ガイドライン ：個人情報保護委員会 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」

・仮名加工情報・匿名加工情報ガイドライン：個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名

加工情報・匿名加工情報編）」

・金融分野ガイドライン ：個人情報保護委員会・金融庁 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」

・マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン：金融庁 「ﾏﾈｰ･ﾛｰﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ及びﾃﾛ資金供与対策に関するガイドライン」
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Ａ．事　業　概　要

【留意事項】

・ 提出を受けた 「事前確認の質問書」 を保管することにより、本調書の作成に代えることができる。

　（役職員へのヒアリングや関連資料の閲覧により、内容の正確性を確保すること）
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１．沿 革 等

1-1.沿革 ※会社設立、貸金業登録、営業所等の設置・廃止等を記入する 【別紙添付可】

1-2.主な役員略歴 ※代表者および貸金担当役員の氏名・役職・略歴を記入する 【別紙添付可】

1-3.主な株主 ※株主の氏名又は名称、持株比率を記入する（個人登録の場合は記入不要）  【別紙添付可】

1-4.主な資金調達先 ※主な資金調達先の名称を記入する  【別紙添付可】

1-5.親会社・関連会社・系列等 《記入例》 親会社　○○株式会社（○○県○○市、○○業）

1-6.貸金業以外に営む事業 《記入例》 ○○業（全売上高に占める構成比 約○％)

1-7.加盟団体等

(1)契約している指定紛争解決機関 ※該当するものに☑する

　 　

(2)加入している指定信用情報機関 ※該当するものに☑する(複数選択可)

　 　 　

　※貸金業の売上構成比(全売上高に占める割合)　約　  　　％

加入していない日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

加入していない日本信用情報機構 シー・アイ・シー

Ⅳ－10



実地監査マニュアル　Ａ．事 業 概 要　

(3)貸金業協会以外の加盟団体 《記入例》 ○○協会

(4)貸金業以外の許認可・登録 《記入例》 ○○業登録　○○県知事（○）第○○号

２．貸 金 業 務

2-1.営業所等・役職員等・貸金業務取扱主任者等

(1)営業所等 (2)提携先現金自動設備　  ※提携先を記入する

箇所

箇所

箇所

箇所

(3)役職員等 (4)貸金業務取扱主任者等

2-2.営業状況

(1)貸付金の種別残高(　　　　　　年　　　　月　　　　日現在)

※できるだけ直近の計数を記入する　※「約定金利帯」は、直近１年間の実績値を記入する

件 ％ ％

件 ％ ％

件 ％ ％

件 ％ ％

件 ％ ％

件 ％ ％

件

(2)申込受付状況（現在の状況） (3)借入申込・契約締結の状況

※該当するものに☑する ※直近６か月間の合計件数を記入する

　 （カード会社は極度方式基本契約の締結数を記入） 

　

　 件 件

　 件 件

新規・既存客の借入申込を受付している

既存客に限って借入申込を受付している

新規客に限って借入申込を受付している

一切の申込受付を停止している

新規客

％～

合 計 百万円

関 係 会 社 向 百万円

消 費 者 向 無 担 保 百万円

％～

手 形 割 引 百万円 ％～

事 業 者 向 有 担 保 百万円

％～

事 業 者 向 無 担 保 百万円 ％～

消 費 者 向 有 担 保 百万円

有 人 営 業 所 ・ 事 務 所

既存客

借入申込

貸付契約

 名

氏名

氏名

氏名

貸付残高

 名

 名

 名

 名 登録済の主任者(設置済を除く)

％～

約定金利帯(下限～上限)

※個人登録業者の場合、役員欄、職員欄にそれぞれ
　 経営者数、使用人数を記載する

残高構成比

役
員

役 員  名 設置済の貸金業務取扱主任者  名

（ こ の う ち 常 勤 役 員 ）  名

パ ー ト ・ ア ル バ イ ト

合
計

役 職 員 数 合 計

（このうち貸金業務従事者）

職
員

職 員

貸 付 商 品 構 成 口　座　数

 名

※「氏名」欄には該当者の氏名及び役職名を記載
　する（複数いる場合は１名のみ記載で可）

重 要 な 使 用 人

自社
設置

自 動 契 約 受 付 機

代 理 店

現 金 自 動 設 備
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(4)延滞状況(　　　　　年　　　月　　　日現在) (5)過払利息返還状況(直近２期分)

件 百万円 百万円 百万円

件 百万円 百万円 百万円

件 百万円 百万円 百万円

件 百万円

件 百万円

2-3.貸金業務の実施方法 ※直近１年間の状況について、該当するものに☑する(複数選択可）

(1)契約の相手方 (6)保証契約

　 　 　

　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　
(2)契約の種類 　 (7)物的担保

　 　

　

　 　

　 　

　 　

　 　

　

(3)申込形態(借入申込の経路) 　 (8)総量規制の除外貸付け　※施行規則10条の21第1項

　

　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　

(4)貸付けの実行方法 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 (9)総量規制の例外貸付け　※施行規則10条の23第1項

(5)元本・利息以外の金銭の受領

　 　 顧客に一方的に有利となる貸付け(1号)

　 　 　 段階的に減らすための借換え(1号の2)

　 　 緊急医療費(2号)

　 　 　 特定緊急貸付け(2号の2)

　 　 　 配偶者貸付け(3号)

　 個人事業者への貸付け(4号)

　 　 開業予定者への貸付け(5号)

　 金融機関のつなぎとして行う貸付け(6号)

　

利息とみなされる金銭を受領している

該当する
ものに○

事務手数料  　調査料  　訪問費

  その他 （　　  　　　　  　　　　　　）

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

取り扱っていない

受領していない

印紙代など公租公課に充当する金銭
利息と
みなさ
れない
ものに
限る

公の機関の手続費用に充当する金銭

ＡＴＭなどの機械利用料

カードの再発行手数料

手渡し 金融商品取引業者の有価証券担保(8号)

銀行振込 （振込料の負担者（該当に〇）  顧客・当社 ） 媒介契約(8号)

現金自動設備

無人契約受付機 高額医療費(4号)

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　) 不動産担保(居宅を除く) (6号)

売却予定の不動産(売却返済) (7号)

手形割引(融通手形を除く) (8号)

他社からの媒介 有価証券担保(5号)

電話 不動産購入資金・リフォーム資金(1号)

郵送 上記目的のつなぎ資金(2号)

インターネット 自動車購入資金(3号)

金銭の貸付けの媒介 商品担保

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　) その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

来店 取り扱っていない

極度方式契約(カード発行あり) 不動産担保

極度方式契約(カード発行なし) 債権担保

商業手形割引 有価証券担保(手形担保を含む)

関係会社、およびその従業員 保証会社による保証

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　) その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

証書貸付 取り扱っていない

個人(消費者) 取り扱っていない

個人(事業者) 第三者保証

法人 法人代表者・常勤役員による保証

　　　    月超 ※支払額 ：過払利息を実際に支払った額 を記入する
　 元本相殺額 ：元本と相殺した額を記入する合　　計

延滞期間 件　　数 延 滞 残 高 決 算 期 　　   年 　  　月期 　　   年 　  　月期 

　　 ～　　 月 合 計

　 　～　　 月 元本相殺額

　 　～　　 月 支 払 額
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2-4.業務運営体制

(1)社内規則 ※該当するものに☑するとともに、社内規則の直近改訂時期を記入する

　 　

(2)法令等遵守に係る担当部門(者) ※各部門の担当部署(または担当者)を記入する

(3)内部監査態勢 ※該当するものに☑する(複数選択可)

　 　 　

　 　 　

2-5.反社会的勢力に関するデータベース構築 ※該当するものに☑する（複数選択可）

　

　

　

　

　

　

2-6.各種業務の実施状況（直近１年間の実績）

※該当するものに☑する。ただし、いずれも貸金業務に関するものに限る

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

2-7.行政立入検査

(1)直近の行政立入検査 ※該当するものに☑するとともに、検査日も記入する

　 　

(2)当協会への「立入検査に係る届出書」「法令等違反に係る届出書」「検査結果通知書（写）」の提出

　 　 　

　 　 　

　 　 　検 査 結 果 通 知 書 （ 写 ） 提出済み 提出未了 該当しない

法 令 等 違 反 に 係 る 届 出 書 届出済み 届出未了 該当しない

※財務局登録業者の場合、該当するものに☑する

　　　　　年　　　月 　　　日 ～ 　　　　　年　　　月 　　　日 立入検査を受けていない

※該当するものに☑する

立 入 検 査 に 係 る 届 出 書 届出済み 届出未了 該当しない

債 権 譲 受 譲受した 譲受していない

営 業 店 登 録 出店(移転)した 出店(移転)していない

広 告 の 実 施 実施している 実施していない

債 権 譲 渡 譲渡した 譲渡していない

苦 情 の 申 出 苦情の申出を受けた 受けていない

勧 誘 行 為 実施している 実施していない

マ ン ス リ ー ス テ ー ト メ ン ト 利用している 利用していない

電磁 的方 法に よる書面 提供 利用している 利用していない

特定情報照会サービスと同等の反社情報をグループ内で共有し利用している

未対応 又は 対応を検討中

実施している 実施していない

疑 わ し い 取 引 の 届 出 届出をした 届出していない

自己検証を実施 (一人会社) その他の方法による 実施していない

日本貸金業協会の特定情報照会サービス（委託先：日本信用情報機構）を利用している

業界団体等（日本クレジット協会など）が提供する反社情報を利用している

特定情報照会サービスと同等の反社情報を自ら収集・蓄積し利用している

全国暴力追放運動推進センターが提供する反社情報を利用している

外 部 委 託

内部監査を実施 外部監査を実施 親会社による監査

当社独自で策定した社内規則

（ 社 内 規 則 の 直 近 改 訂 時 期 　　　　　　　年　　　　　月 ）

内部管理部門(者) 内部監査部門(者) 教育担当部門(者)

当協会ガイドラインに準拠した社内規則
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Ｂ. 検 証 基 準

【留意事項】

・「Ｂ．検証基準」では、法令等の規定に次のマークを付している。

■  法 令

●  自主規制規則（本協会の定款、自主規制基本規則、その他の規則）

□  貸金業者向けの総合的な監督指針（金融庁）、関連ガイドライン 等

・ ■ ● の規定については、現物点検等により、その遵守状況を検証する（訓示規定等を除く）。

※ 検証範囲については、協会員の規模や業務内容等を踏まえて定めることとする。

・ □ の規定については、対象業務の管理態勢を検証・評価する際に留意するものとする。

※ 監督指針の各着眼点は、協会員の規模や業務内容等を踏まえて適用することとし、機械的・画一的な運用に陥らないように

すること。

・ マニュアル間の連携性を高めるため、

「別冊チェックリスト（主な着眼点）」の項目番号を、該当条文の横に【着眼点】○．○ のように表示した。

また、関連する別表を、該当条文の横に【別表】○ のように表示した。
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【一覧表】 金融庁「監督指針」及び本協会「社内規則策定ガイドライン」との対照表

※ 「Ｂ．検証基準」の監査項目が、金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び本協会「社内規則策定ガイドライン」の

どの項目に関連しているかを整理したもの

「B.検証基準」

監査項目

金融庁

「貸金業者向けの総合的な監督指針」

本協会

「社内規則策定ガイドライン」

1 経営管理等
Ⅱ-1 経営管理等

Ⅱ-2-8 不祥事件に対する監督上の対応
1 経営管理等

2

1. 法令等遵守態勢
Ⅱ-2-1 法令等遵守（コンプライアンス）態

勢等
2 法令等遵守態勢

2. 監督行政庁・貸金業協会への届

出等
Ⅲ-3 貸金業法等に係る諸手続 ー

3 反社会的勢力による被害の防止
Ⅱ-1 経営管理等《抄》

Ⅱ-2-6 反社会的勢力による被害の防止
2 の 2 反社会的勢力による被害の防止

4 顧客等に関する情報管理態勢 Ⅱ-2-2 顧客等に関する情報管理態勢 3 個人顧客情報の安全管理措置等

5 外部委託 Ⅱ-2-3 外部委託 4 外部委託

6 取引時確認、疑わしい取引の届出 Ⅱ-2-5 取引時確認、疑わしい取引の届出 5 取引時確認等の措置等

7 相談、苦情及び紛争等の対応態勢
Ⅱ-2-7 苦情等への対処（金融ＡＤＲ制度

への対応も含む）

6 相談及び助言の対応態勢

7 苦情及び紛争等の対応態勢

8 貸金業務取扱主任者 Ⅱ-2-9 貸金業務取扱主任者 8 貸金業務取扱主任者

9 禁止行為 Ⅱ-2-10 禁止行為等 9 禁止行為

10 利息・保証料等に係る制限等 Ⅱ-2-12 利息、保証料等に係る制限等 9 の 2 利息・保証料等に関する制限等

11 契約に係る説明態勢 Ⅱ-2-11 契約に係る説明態勢 10 契約に関する説明

12

1. 過剰貸付けの防止 Ⅱ-2-13 過剰貸付けの禁止
11 過剰貸付けの防止（個人信用情報の

提供等を含む。）
2. 個人信用情報の提供等 Ⅱ-2-14 個人信用情報の提供等

13 広告に関する規制 Ⅱ-2-15 広告規制 12 広告の取扱い

14 書面の交付義務 Ⅱ-2-16 書面の交付義務 13 書面の交付義務

15 取立行為規制 Ⅱ-2-19 取立行為規制 14 取立て行為

16

1. 帳簿の備付け等
Ⅱ-2-17 帳簿の備付け等

Ⅱ-2-18 帳簿の閲覧、謄写
15 取引履歴の開示

2. 証明書の携帯等 Ⅱ-2-9 貸金業務取扱主任者《抄》 ー

17 債権譲渡等 Ⅱ-2-20 債権譲渡等 16 債権譲渡等

18 営業店登録 ー 17 営業店登録

19 過払金支払
Ⅱ-2-7-1 苦情等対処に関する内部管理

態勢の確立《抄》
18 過払金支払

20 システムリスク管理態勢 Ⅱ-2-4 システムリスク管理態勢 19 システムリスク管理態勢

21 非営利特例対象法人
Ⅱ-2-21 非営利特例対象法人である貸金

業者の監督について
ー
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【検証基準】  1．経営管理等

掲

載

条

文

■ 貸金業法  ： 1条

2条（施行令1条の2）

12条の2（施行規則10条の2～10条の6）

● 自主規制  ： 1条、4条、5条  [第1章 総則]

□ 監督指針  ： Ⅱ-1 経営管理等

Ⅱ-2-8 不祥事件に対する監督上の対応

■ 貸金業法 第１条 （目的）

この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を

実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正

な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の

確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

■ 貸金業法 第 2 条 （定義）

1 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他これら

に類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総

称して単に「貸付け」という。）で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一 国又は地方公共団体が行うもの

二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

四 事業者がその従業者に対して行うもの

五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令

で定めるものが行うもの

２ この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

３ この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

４ この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。

５ この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。

６ この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。

７ この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじ

め定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内におい

て貸付けを行うことを約するものをいう。

８ この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。

９ この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保

証契約をいう。

１０ この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。

１１ この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定め

るものをいう。

１２ この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。

１３ この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報

をいう。

１４ この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約（極度方式基本契約その他

の内閣府令で定めるものを除く。）に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。

１５ この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を

行う業務をいう。

１６ この法律において「指定信用情報機関」とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をい

う。

１７ この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金（住宅の用に供する土

地又は借地権の取得に必要な資金を含む。）又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

１８ この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者を

いう。

１９ この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。

２０ この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情（貸金業務に関する苦情をいう。第四十一条の

四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の四十九において同じ。）を処理する手続をいう。
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２１ この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争（貸金業務に関する紛争で当事者が和解をする

ことができるものをいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の五十から第四十一条

の五十二までにおいて同じ。）について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

２２ この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随

する業務をいう。

２３ この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者

との間で締結される契約をいう。

■ 施行令 第 1 条の 2 （貸金業の範囲からの除外）

法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる団体（その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。）

イ 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年

法律第二百九十九号）において準用する場合を含む。）若しくは地方公務員法（昭和二十五年法律第二百

六十一号）第五十二条の職員団体又は国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）第十八条の二の組

合

ロ 労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条の労働組合

二 次に掲げる法人（収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。）

イ 公益社団法人及び公益財団法人

ロ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）その他の特別の法律に基づき設立された法人

三 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの

四 貸付けを業として行う商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第四項に規定する商

品取引所の会員等（会員又は同条第十六項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。）たる

法人であつて、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付け（法第二条第一項第三号

又は第四号に掲げるものを除く。）を業として行わないもので金融庁長官の指定するもの

五 コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二

条第十三項に規定する登録投資法人

六 貸付けを業として行う会社等（会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するもの

を含む。）をいう。以下この号及び次号において同じ。）であつて、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付

け（ロ及びハに掲げる他の会社等に対する貸付けにあつては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共

同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。）以外の貸付け（法第

二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。）を業として行わないもの

イ 当該会社等を含む同一の会社等の集団（一の会社等及び当該会社等の子会社等（会社等がその総株主

又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社

等として内閣府令で定めるものをいう。）の集団をいう。以下イにおいて同じ。）に属する他の会社等（当該会

社等を含む同一の会社等の集団に属さないこととなつた他の会社等（当該同一の会社等の集団に属さない

こととなつた日において当該同一の会社等の集団に属していた期間が一年を経過していないものを除く。）で

あつて、当該同一の会社等の集団に属さないこととなつた日から一年を経過しないものを含む。）

ロ 当該会社等がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決

権を保有する他の会社等であつて、当該会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を

営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等

ハ 当該会社等の親会社等（会社等の総株主又は総出資者の議決権の全部を保有する会社等をいう。）が

その総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他

の会社等であつて、当該親会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契

約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等

七 外国の会社等であつて、非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六

条第一項第六号に規定する非居住者をいう。）に対する貸付け（当該会社等が外国において当該非居住者と

締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けであつて、金銭の貸付けに用いるため当該会社等から

当該非居住者に交付されたカードのうちクレジットカード（それを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権

利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードをい

い、当該会社等が発行するものに限る。）としての機能を併せ有するものにより当該非居住者が現金自動支払

機その他の機械を利用して金銭を受領するものに限る。）以外の貸付け（法第二条第一項第三号又は第四号

に掲げるものを除く。）を業として行わないもの

■ 貸金業法 第 12 条の 2 （業務運営に関する措置）

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の

適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の

業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

■ 施行規則 第 10 条の 2 （個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等）

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の

取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るため
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に必要かつ適切な措置を講じなければならない。

■ 施行規則 第 10 条の 2 の 2 （個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告）

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報（個人情報の保護に関する法律（平成十五年

法律第五十七号）第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。）の漏えい、滅失若しくは毀損

が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府県

知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

■ 施行規則 第 10 条の 3 （返済能力情報の取扱い）

貸金業者は、信用情報に関する機関（資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対

する当該情報の提供を行うものをいう。第十二条の二、第十三条及び第三十条の十四第一項第一号において同

じ。）から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等

の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

■ 施行規則 第 10 条の 4 （特別の非公開情報の取扱い）

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経

歴についての情報その他の特別の非公開情報（その業務上知り得た公表されていない情報をいう。）を、適切な業

務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じな

ければならない。

■ 施行規則 第 10 条の 5 （委託業務の的確な遂行を確保するための措置）

貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

二 当該業務の委託を受けた者（以下この条において「受託者」という。）における当該業務の実施状況を、定期

的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応

じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

三 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速

やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

五 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要が

ある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

■ 施行規則 第 10 条の 6 （社内規則等）

貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重

要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置（書面の交

付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。）に関する

社内規則等（社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。）を定めるとともに、従業者に対

する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

[自主規制 第 1 章 総則]

● 自主規制 第 1 条 （目的）

この規則は、貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号。以下「法」という。）第 32 条に定める事項を始めとする協会員

が貸金業の業務運営に関し遵守すべき事項及びこれに関連する事項等を定めることによって、協会員の貸金業

に係る業務の適正な運営を確保し、もって、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営

に資することを目的とする。

● 自主規制 第 4 条 （経営管理）

協会員は、貸金市場が健全な発展を実現していくためには、協会員における代表者、取締役及び執行役等の経

営者、自らが率先して法令遵守態勢の整備等に努める等、資金需要者等の利益の保護に問題が生じることのな

いよう経営を行うことが重要であることにかんがみ、監督指針で示された規範を踏まえ、経営管理に係る必要な社

内態勢等を整備するよう努めなければならない。

● 自主規制 第 5 条 （業務の透明性の確保）

協会員は、資金需要者等に対し重大な影響を与える可能性のある業務に関する変更や不祥事件の発生等に際

して、資金需要者等の視点に立ち、正確かつ公正な情報を迅速に個別当事者のみならず必要に応じて広く資金

需要者等に対して伝達する必要があり、これらの説明責任を果たすことが、ひいては貸金業者の信頼性の向上に

つながることにかんがみ、監督指針で示された規範を踏まえ、業務の透明性を確保する社内態勢等を整備するよ

うに努めなければならない。
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□ 監督指針 Ⅱ－１ 経営管理等

【着眼点】

1.1

貸金市場が健全な発展を実現していくためには、貸金業者の経営陣（代表者、取締役会のほか代表者等で構

成される経営に関する事項を決定する組織等をいう。以下同じ。）が率先して法令等遵守態勢の整備等に努める

など、資金需要者等の利益の保護に問題が生じることのないよう経営を行うことが重要である。

貸金業者の監督に当たっては、経営陣が健全な業務運営の実現に配慮し、指揮・監督機能を適切に発揮し

て、与えられた責務を全うしているか、法令等遵守を重視する企業風土を醸成する責任を果たしているかといった

観点等に留意するものとする。

また、上場会社は、金融商品取引所の規程において、コーポレートガバナンス・コードを尊重してコーポレート・ガ

バナンスの充実に取り組むよう努めることとされており、非上場会社に比べ、より高い水準の経営管理（ガバナン

ス）が要求されていることを踏まえ、上場会社である貸金業者については、例えば、顧客、取引先をはじめとする

様々なステークホルダーとの適切な協働に努めているかといった観点にも併せて留意するものとする。

なお、監督に当たっては、貸金業者の自主性を尊重するとともに、貸金業者に対しては専業規定がなく、業態や

規模等が多岐にわたっていることに留意し、当該貸金業者の業務運営の実態を踏まえて対応する必要がある。

(1) 主な着眼点

【着眼点】

1.1

【着眼点】

1.3

【着眼点】

1.2

【着眼点】

1.3

① 経営陣は、業務推進や利益拡大といった業績面のみならず、法令等遵守や適正な業務運営を確保するた

め、内部管理部門及び内部監査部門の機能強化など、内部管理態勢の確立・整備に関する事項を経営上

の最重要課題の一つとして位置付け、その実践のための具体的な方針の策定及び周知徹底について、誠実

かつ率先して取組んでいるか。

（注）本監督指針でいう「内部管理部門」とは、法令及び社内規則等を遵守した業務運営を確保するため

の内部事務管理部署、法務部署等をいう。また、「内部監査部門」とは、営業部門から独立した検査部

署、監査部署等をいい、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。

② 経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについ

て、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング検証及び改

善策の策定等を行う態勢を整備しているか。

③ 経営陣は、貸金業務に関する内部監査部門による内部監査（以下「内部監査」という。）の重要性を認識し、

内部監査の目的を適切に設定するとともに、内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢を構築している

か。また、内部監査の結果について、改善策を策定・実施するなど適切な措置を講じているか。

④ 経営陣は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、貸金業者に対する公共の信

頼を維持し、貸金業者の業務の適切性のため不可欠であることを十分認識し、「企業が反社会的勢力による

被害を防止するための指針について」（平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下Ⅱ－１

において「政府指針」という。）の内容を踏まえて決定した基本方針を社内外に宣言しているか。

さらに、政府指針を踏まえた基本方針を実現するための体制を整備するとともに、定期的にその有効性を検

証するなど、法令等遵守・リスク管理事項として、反社会的勢力による被害の防止を明確に位置付けている

か。

⑤ 内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するため

の適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報

告が行われているか。

⑥ 内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう、被監査部門から独立した実効性のある

内部監査が実施できる態勢となっているか。また、原則として内部監査部門の態勢整備を行うことが必要であ

るが、貸金業者の規模等を踏まえ、外部監査を導入する方が監査の実効性があると考えられる場合には、内

部監査に代え外部監査を利用しても差し支えない。この場合においては、外部監査人に対して、監査目的を

明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。

なお、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者、又は貸金業の業務に従事する者が１名

で且つ当該者が常務に従事する唯一の役員として代表者となっている法人形態の貸金業者においては、これ

らの者が法に規定された主任者（法第 24 条の 25 第１項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下

同じ。）であることをかんがみ、内部監査に代わる措置を利用する場合には、以下のような態勢を整備している

か。

イ．外部監査を利用する場合は、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に

活用するための態勢を整備しているか。

ロ．協会が、協会に加入している貸金業者（以下「協会員」という。）に対して行う監査を利用する場合には、監

査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。

ハ．自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、以下の点を踏まえ、業務の適切性を確保するた

めに十分な態勢を整備しているか。

ａ．自己検証を実施するために十分な時間が確保されているか。

ｂ．自己検証を実施するに際し、別添自己検証リストに基づき自社の社内規則等を参考に自己検証項目を

設定しているか。

ｃ．自己検証を実施する頻度が少なくとも月１回以上となっているか。

ｄ．実施した自己検証を記録し、少なくとも３年間保存することとされているか。

□ 監督指針 Ⅱ－２－８ 不祥事件に対する監督上の対応
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施行規則第 26 条の 25 第１項第４号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行

為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」（以下「不祥事件」という。）が発生した場合の監督上の

対応については、以下のとおり取扱うこととする。

なお、不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲げる行為が該当する。

・貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等。

・貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為。

・その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記に掲げる行

為に準ずるもの。

(1) 主な着眼点

【着眼点】

1.4

【着眼点】

1.4

① 貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、以下の点を確認するもの

とする。なお、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとする。

イ．社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告。

ロ．刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報。

ハ．独立した部署（内部監査部門等）での不祥事件の調査・解明の実施。

② 不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づき検証を行うこととする。

イ．不祥事件の発覚後の対応は適切か。

ロ．不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか。

ハ．不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか。

ニ．内部牽制機能が適切に発揮されているか。

ホ．再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか。

ヘ．資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か。
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【検証基準】  2．法令等遵守態勢 （監督行政庁・貸金業協会への届出等を含む）

【 2-1 】 法令等遵守態勢

掲
載
条
文

■ 貸金業法  ： 12条の2（施行規則10条の6）

● 自主規制  ： 3条  [第1章 総則]

10条、11条 [第2章第2節 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則]

□ 監督指針  ： Ⅱ-2-1 法令等遵守（コンプライアンス）態勢等

■ 貸金業法 第 12 条の 2 （業務運営に関する措置）

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の

適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の

業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

■ 施行規則 第 10 条の 6 （社内規則等）

【着眼点】

2.1

2.2

貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重

要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置（書面の交

付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。）に関する

社内規則等（社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。）を定めるとともに、従業者に対

する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

[自主規制 第 1 章 総則]

● 自主規制 第 3 条 （法令遵守等）

１ 協会員は、法その他の関係法令等（「貸金業者向けの総合的な監督指針」（以下「監督指針」という。）、「金融

庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」（平成 28 年金融庁告示第

3 号）、「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表された「経営者保証に関するガイドライン」（以下「経

営者保証ガイドライン」という。）を含む。）及び金融庁が策定した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

に関するガイドライン」（以下「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」という。）を遵守するほか、第 2 章各則そ

の他規則によって遵守しなければならないものとして定められた事項を遵守しなければならない。

２ 協会員は、この規則によって遵守に努めるべきものとして定められた事項について、その遵守に努めることとす

る。

３ 協会員は、前 2 項以外の事項であって、この規則によって法令遵守に関連する事項として定められた事項につ

いては、これを参考に貸金業務に係る業務運営を行うこととする。

４ 協会員は、前各項の目的を実現するため、必要に応じて監督指針で示された規範を踏まえ貸金業の業務を行

うこととする。ただし、その対応においては、業容規模に応じた必要な社内態勢整備に努めることにより、法令を

遵守し、業務の透明性及び適正性を確保することとする。

[自主規制 第 2 章第 2 節 貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則]

● 自主規制 第 10 条 （目的）

本節の定めは、協会員が法第 1 2 条の 2 の規定に従い、貸金業の業務の適切な運営を確保するために必要な

事項を定めることを目的とする。

● 自主規制 第 11 条 （社内態勢整備）

【着眼点】

2.1

2.2

１ 協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行うにあたり、協会で定める業務の適正な運

営に関する社内規則策定にあたっての細則に留意し、以下を主な内容とする社内規則等を策定し社内態勢を

整備しなければならない。また、その対応においては、業容規模に応じた必要な社内態勢整備に努めることで、

貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。

⑴ 経営管理等

⑵ 法令等遵守態勢

⑵ の 2 反社会的勢力による被害の防止

⑶ 個人顧客情報の安全管理措置等

⑷ 外部委託
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